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１ 令和７年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果について

長崎労働局では、令和７年「高年齢者雇用状況等報告」（６月1日現在）の集計結果を取り

まとめました。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号。以下「高年齢者

雇用安定法」という。）」では、事業主が雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用

の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」

のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じることを、事業主に義務付けてい

ます。 

また、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上

げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制

度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置（創業支

援等措置）を講じ、70歳までの就業機会を確保すること（高年齢者就業確保措置）を、

事業主の努力義務としています。 

今回の集計結果は、常時雇用する労働者が21人以上の企業2,566社からの報告に基づ

き、このような高年齢者の雇用等に関する措置について、令和７年６月１日時点での

企業における実施状況等をまとめたものです※。 

※集計結果の主なポイントや詳細は次ページ以降をご参照ください。
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【集計結果の主なポイント】※［ ］は対前年差 

Ⅰ 65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
(６ページ表１、７ページ表３－１） 

65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.4％［0.4ポイント減少］ 

〈全国99.9％〉 

・中小企業では99.4％［0.4ポイント減少］〈全国99.9％〉

・大企業では98.9％［1.1ポイント減少］〈全国99.9％〉

・高年齢者雇用確保措置の措置内容の内訳は、

「継続雇用制度の導入」により実施している企業が62.4％［3.2ポイント減少］〈全国65.1％〉 

「定年の引上げ」により実施している企業は33.9％［3.0ポイント増加］〈全国31.0％〉 

Ⅱ 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況（８ページ表４－１） 

70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は 32.6％［4.3 ポイント増加］ 

〈全国 34.8％〉 

・中小企業では32.6％［4.2ポイント増加］〈全国35.2％〉

・大企業では32.3％［8.6ポイント増加］〈全国29.5％〉

Ⅲ 企業における定年制の状況（９ページ表５）

65歳以上定年企業（定年制の廃止企業を含む）は37.4％［3.1ポイント増加］ 

〈全国34.9％〉

＜集計対象＞ 

■ 長崎県の常時雇用する労働者が21人以上の企業2,566社

・中小企業（21～300人規模）：2,473社

・大企業 （301人以上規模）：  93社 

※本集計は、原則小数点第２位以下を四捨五入しているため、内訳の積み上げが合計と一致しない

場合がある。
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２ 65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況

(1) 65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況（６ページ表１）

高年齢者雇用確保措置（以下「雇用確保措置」注１という。)を実施済みの企業（2,551

社）は、報告した企業全体の99.4％［0.4ポイント減少］〈全国99.9％〉で、中小企業では

99.4％［0.4ポイント減少］〈全国99.9％〉、大企業では98.9％［1.1ポイント減少］〈全国

99.9％〉であった。

(2) 雇用確保措置を実施済みの企業の内訳（７ページ表３－１）

雇用確保措置を実施済みの企業（2,551社）について、雇用確保措置の措置内容別に見

ると、定年制の廃止（95社）は3.7％［0.2ポイント増加］〈全国3.9％〉、定年の引上げ（865

社）は33.9％［3.0ポイント増加］〈全国31.0％〉、継続雇用制度の導入（1,591社）は62.4％

［3.2ポイント減少］〈全国65.1％〉であった。 

※注１ 雇用確保措置

高年齢者雇用安定法第９条第１項に基づき、定年を65歳未満に定めている事業主は、雇用する高年齢者の

65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置を講じなければならない。

①定年制の廃止、②定年の引上げ、③継続雇用制度の導入※

※ 継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引

き続いて雇用する制度であり、平成24年度の法改正により、平成25年度以降、制度の適用者は原則

として「希望者全員」を対象としている。ただし、平成24年度までに労使協定により継続雇用制度

の対象者を限定する基準を定めていた企業においては、当該基準を適用できる年齢を65歳まで段

階的に引き上げる経過措置が令和７年３月31日まで適用されていた。本経過措置は令和７年３月

31日をもって終了し、令和７年度からは、「希望者全員」の65歳までの雇用確保について全面的な

義務付けがなされている。
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0.0%

3.7%

34.2%
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33.9%

61.9%

75.0%

62.4%

定年制の廃止 定年の引上げ 継続雇用制度の導入

雇用確保措置の内訳
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 (参考)経過措置適用企業における令和６年６月１日から令和７年３月 31 日までの 

基準適用年齢到達者の状況（９ページ表６） 

上記１(1)の注１に記載する経過措置に基づく対象者を限定する基準があった企業にお

いて、令和６年６月１日から令和７年３月31日までに、基準を適用できる年齢（64歳）に

到達した者（314人）のうち、基準に該当し引き続き継続雇用された者は92.0％［1.8ポイ

ント減少］〈全国92.1％〉、継続雇用の更新を希望しなかった者は8.0％［2.0ポイント増加］

〈全国6.6％〉、継続雇用を希望したが基準に該当せずに継続雇用が終了した者は0.0％

［0.2ポイント減少］〈全国1.3％〉であった。 

３ 70 歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況（８ページ表４－１） 

(1) 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況

高年齢者就業確保措置(以下「就業確保措置」注２という。）を実施済みの企業（837社）

は、報告した企業全体の32.6％［4.3ポイント増加］〈全国34.8％〉で、中小企業では32.6％

［4.2ポイント増加］〈全国35.2％〉、大企業では32.3％［8.6ポイント増加］〈全国29.5％〉

であった。 

(2) 就業確保措置を実施済みの企業の内訳

就業確保措置を実施済みの企業（837社）について措置内容別に見ると、報告した企業

全体のうち、定年制の廃止（95社）は3.7％［0.2ポイント増加］〈全国3.9％〉、定年の引上

げ（83社）は3.2％［0.4ポイント増加］〈全国2.5％〉、継続雇用制度の導入（657社）は25.6％

［3.8ポイント増加］〈全国28.3％〉、創業支援等措置注３の導入（2社）は0.1％［変動なし］

〈全国0.1％〉であった。 

※注２ 就業確保措置

高年齢者雇用安定法第10条の２に基づき、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は65歳までの

継続雇用制度（70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。）を導入している事業主は、その雇用する高

年齢者について、次に掲げる措置を講ずることにより、65歳から70歳までの就業機会を確保するよう努め

なければならない。

①定年制の廃止、②定年の引上げ、③継続雇用制度の導入、④業務委託契約を締結する制度の導入、⑤

社会貢献事業に従事できる制度の導入（事業主が自ら実施する社会貢献事業又は事業主が委託、出資

（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業）

92.0% 8.0% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経過措置適用企業における令和６年６月１日から令和７年３月31日までの

基準適用年齢到達者の状況

継続雇用者(基準に該当し引き続き継続雇用された者)

継続雇用を希望しなかった者

基準に該当しない者
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※注３ 創業支援等措置

注２の就業確保に係る措置のうち、④業務委託契約を締結する制度の導入及び⑤社会貢献事業に従事で

きる制度の導入という雇用以外の措置を創業支援等措置という。

４ 企業における定年制の状況（９ページ表５） 

報告した企業における定年制の状況について、定年年齢別に見ると次のとおりであった。 

・ 定年制を廃止している企業（95社）は3.7％［0.2ポイント増加］〈全国3.9％〉

・ 定年を60歳とする企業(1,511社）は58.9％［3.3ポイント減少］〈全国62.2％〉

・ 定年を61～64歳とする企業（95社）は3.7％［0.2ポイント増加］〈全国2.9％〉

・ 定年を65歳とする企業（758社）は29.5％［2.4ポイント増加］〈全国27.2％〉

・ 定年を66～69歳とする企業（24社）は0.9％［変動なし］〈全国1.2％〉

・ 定年を70歳以上とする企業（83社）は3.2％［0.4ポイント増加］〈全国2.5％〉

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

21～300人

（32.6％）

301人以上

（32.3％）

全企業

（32.6％）

3.8%

0.0%

3.7%

3.3%

1.1%

3.2%

25.4%

31.2%

25.6%

0.1%

0.0%

0.1%

就業確保措置の内訳
定年制の廃止 定年の引上げ 継続雇用制度の導入 創業支援等措置の導入

0% 20% 40% 60% 80% 100%

21～300人

301人以上

全企業

3.8%

0.0%

3.7%

58.6%

67.7%

58.9%

3.6%

7.5%

3.7%

29.8%

22.6%

29.5%

0.9%

1.1%

0.9%

3.3%

1.1%

3.2%

企業における定年制の状況

定年制の廃止 60歳定年 61～64歳定年 65歳定年 66～69歳定年 70歳以上定年
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表１　雇用確保措置の実施状況
（社、％）

2,551 (2,598)

99.4% (99.8%)

1,847 (1,842)

99.5% (99.9%)

2,459 (2,505)

99.4% (99.8%)

704 (756)

99.3% (99.5%)

1,755 (1,749)

99.5% (99.9%)

92 (93)

98.9% (100.0%)

表２　雇用確保措置の規模別・産業別実施状況
（％）

99.4% (99.8%) 99.5% (99.9%) 0.6% (0.2%) 0.5% (0.1%)

100.0% (97.6%) 100.0% (100.0%) 0.0% (2.4%) 0.0% (0.0%)

100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

99.6% (99.6%) 100.0% (100.0%) 0.4% (0.4%) 0.0% (0.0%)

99.5% (99.7%) 99.3% (100.0%) 0.5% (0.3%) 0.7% (0.0%)

100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

99.5% (100.0%) 99.2% (100.0%) 0.5% (0.0%) 0.8% (0.0%)

99.1% (100.0%) 99.2% (100.0%) 0.9% (0.0%) 0.8% (0.0%)

100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

94.8% (100.0%) 93.6% (100.0%) 5.2% (0.0%) 6.4% (0.0%)

98.9% (100.0%) 98.6% (100.0%) 1.1% (0.0%) 1.4% (0.0%)

99.7% (99.6%) 99.8% (99.6%) 0.3% (0.4%) 0.2% (0.4%)

100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

98.9% (100.0%) 100.0% (100.0%) 1.1% (0.0%) 0.0% (0.0%)

0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

31人以上

合　　計

農、林、漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

1,001人以上 92.9% (100.0%) 7.1% (0.0%)

産
業
別

21人以上 31人以上 21人以上

301～500人 100.0% (100.0%) 0.0%

サービス業（他に分類されないもの）

その他

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

0.0% (0.0%)

51～100人 99.7% (99.8%) 0.3% (0.2%)

101～300人 99.5% (99.7%) 0.5% (0.3%)

①実施済企業割合 ②未実施企業割合

規
模
別

合　 　計 99.4% (99.8%) 0.6% (0.2%)

21～30人 99.3% （99.5%） 0.7% （0.5%）

31～50人 99.4% (100.0%) 0.6% (0.0%)

(0.0%)

501～1,000人 100.0% (100.0%)

301人以上
1 (0) 93 (93)

1.1% (0.0%) 100.0% (100.0%)

31～300人
9 (2) 1,764 (1,751)

0.5% (0.1%) 100.0% (100.0%)

21～30人
5 (4) 709 (760)

0.7% (0.5%) 100.0% (100.0%)

21～300人
14 (6) 2,473 (2,511)

0.6% (0.2%) 100.0% (100.0%)

31人以上
総計

10 (2) 1,857 (1,844)

0.5% (0.1%) 100.0% (100.0%)

①実施済み ②未実施 合計（①＋②）

21人以上
総計

15 (6) 2,566 (2,604)

0.6% (0.2%) 100.0% (100.0%)

※ 0.0%は報告企業が存在しなかった項目である。

※ （ ）内は、令和６年６月１日現在の数値。以下、各表において同様。

※ 本集計は、原則小数点第２位以下を四捨五入しているため、内訳の積み上げが合計と一致しない場合がある。以下、各表において同様。
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表３－１　雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳
（社、％）

95 (92) 865 (802) 1,591 (1,704) 2,551 (2,598)

3.7% (3.5%) 33.9% (30.9%) 62.4% (65.6%) 100.0% (100.0%)

56 (50) 596 (536) 1,195 (1,256) 1,847 (1,842)

3.0% (2.7%) 32.3% (29.1%) 64.7% (68.2%) 100.0% (100.0%)

95 (92) 842 (783) 1,522 (1,630) 2,459 (2,505)

3.9% (3.7%) 34.2% (31.3%) 61.9% (65.1%) 100.0% (100.0%)

39 (42) 269 (266) 396 (448) 704 (756)

5.5% (5.6%) 38.2% (35.2%) 56.3% (59.3%) 100.0% (100.0%)

56 (50) 573 (517) 1,126 (1,182) 1,755 (1,749)

3.2% (2.9%) 32.6% (29.6%) 64.2% (67.6%) 100.0% (100.0%)

0 (0) 23 (19) 69 (74) 92 (93)

0.0% (0.0%) 25.0% (20.4%) 75.0% (79.6%) 100.0% (100.0%)

表３－２　雇用確保措置における継続雇用先の内訳
（社、％） 

301人以上

合計（①＋②＋③）

31人以上総計

21～300人

21～30人

31～300人

21人以上総計

①定年制の廃止 ②定年の引上げ ③継続雇用制度の導入

1 ,551 (1,660) 21 (28) 8 (5) 10 (8) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 40 (44) 1 ,591 (1,704)

97 .5% (97.4%) 1 .3% (1.6%) 0 .5% (0.3%) 0 .6% (0.5%) 0 .1% (0.2%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%) 2 .5% (2.6%) 100 .0% (100.0%)

1 ,166 (1,221) 16 (24) 3 (2) 9 (8) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 29 (35) 1 ,195 (1,256)

97 .6% (97.2%) 1 .3% (1.9%) 0 .3% (0.2%) 0 .8% (0.6%) 0 .1% (0.1%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%) 2 .4% (2.8%) 100 .0% (100.0%)

1 ,487 (1,591) 19 (26) 8 (5) 7 (5) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 35 (39) 1 ,522 (1,630)

97 .7% (97.6%) 1 .2% (1.6%) 0 .5% (0.3%) 0 .5% (0.3%) 0 .1% (0.2%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%) 2 .3% (2.4%) 100 .0% (100.0%)

385 (439) 5 (4) 5 (3) 1 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 11 (9) 396 (448)

97 .2% (98.0%) 1 .3% (0.9%) 1 .3% (0.7%) 0 .3% (0.0%) 0 .0% (0.4%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%) 2 .8% (2.0%) 100 .0% (100.0%)

1 ,102 (1,152) 14 (22) 3 (2) 6 (5) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 24 (30) 1 ,126 (1,182)

97 .9% (97.5%) 1 .2% (1.9%) 0 .3% (0.2%) 0 .5% (0.4%) 0 .1% (0.1%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%) 2 .1% (2.5%) 100 .0% (100.0%)

64 (69) 2 (2) 0 (0) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (5) 69 (74)

92 .8% (93.2%) 2 .9% (2.7%) 0 .0% (0.0%) 4 .3% (4.1%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%) 7 .2% (6.8%) 100 .0% (100.0%)
301人以上

21人以上
総計

31人以上
総計

⑦
関連会社等

21～300人

⑤
子会社等

⑥
子会社等、
関連会社等

①
自社のみ

②
自社、子会社

等

③
自社、関連

会社等

④
自社、子会社

等、関連会社等

自社以外の継続雇用先がある企業

合計
(①～⑦)

21～30人

31～300人

小計
(②～⑦)

※ 「合計」のうち企業数は、表３－１の「③継続雇用制度の導入」に対応している。

※ 「合計」のうち企業数は、表１の「①実施済み」に対応している。

※ 「②定年の引上げ」は、定年年齢を65歳以上としている企業を、「③継続雇用制度の導入」は、定年年齢は65歳未満だが継続雇用制度の

上限年齢を65歳以上としている企業を、それぞれ計上している。
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表４－１　70歳までの就業確保措置の実施状況
（社、％）

837 (736) 95 (92) 83 (74) 657 (568) 2 (2) 1,729 (1,868) 2,566 (2,604)

32.6% （28.3%） 3.7% （3.5%） 3.2% （2.8%） 25.6% （21.8%） 0.1% （0.1%） 67.4% （71.7%） 100.0% （100.0%）

584 (502) 56 (50) 49 (46) 477 (404) 2 (2) 1,273 (1,342) 1,857 (1,844)

31.4% （27.2%） 3.0% （2.7%） 2.6% （2.5%） 25.7% （21.9%） 0.1% （0.1%） 68.6% （72.8%） 100.0% （100.0%）

807 (714) 95 (92) 82 (74) 628 (546) 2 (2) 1,666 (1,797) 2,473 (2,511)

32.6% （28.4%） 3.8% （3.7%） 3.3% （2.9%） 25.4% （21.7%） 0.1% （0.1%） 67.4% （71.6%） 100.0% （100.0%）

253 (234) 39 (42) 34 (28) 180 (164) 0 (0) 456 (526) 709 (760)

35.7% （30.8%） 5.5% （5.5%） 4.8% （3.7%） 25.4% （21.6%） 0.0% （0.0%） 64.3% （69.2%） 100.0% （100.0%）

554 (480) 56 (50) 48 (46) 448 (382) 2 (2) 1,210 (1,271) 1,764 (1,751)

31.4% （27.4%） 3.2% （2.9%） 2.7% （2.6%） 25.4% （21.8%） 0.1% （0.1%） 68.6% （72.6%） 100.0% （100.0%）

30 (22) 0 (0) 1 (0) 29 (22) 0 (0) 63 (71) 93 (93)

32.3% （23.7%） 0.0% （0.0%） 1.1% （0.0%） 31.2% （23.7%） 0.0% （0.0%） 67.7% （76.3%） 100.0% （100.0%）

表４－２　70歳までの就業確保措置の規模別・産業別実施状況
（％）

21人以上総計

31人以上総計

21～300人

21～30人

31～300人

301人以上

①70歳までの就業確保措置実施済み

②未実施
合計

（①＋②）定年制の廃止 定年の引上げ
継続雇用制度

の導入
創業支援等措置の

導入

※ 「①70歳までの就業確保措置実施済み」のうち、「定年の引上げ」は70歳以上の定年の定めを設けている企業を、「継続雇用制度の導入」は定年年齢は70歳未満だが継続雇用

制度の上限年齢を70歳以上としている企業を、「創業支援等措置の導入」は定年年齢及び継続雇用制度の上限年齢は70歳未満だが創業支援等措置の上限年齢を70歳以上

としている企業を、それぞれ計上している。

※ 0.0%は報告企業が存在しなかった項目である。
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表７　都道府県別の状況
（社、％）

北海道 9,403 (9,329) 99.9% （99.9%） 41.6% （38.9%）

青森 2,449 (2,533) 99.8% （100.0%） 44.8% （41.2%）

岩手 2,436 (2,482) 99.8% （100.0%） 45.0% （42.2%）

宮城 3,793 (3,748) 99.5% （99.9%） 40.8% （38.4%）

秋田 1,970 (2,024) 100.0% （100.0%） 39.7% （34.9%）

山形 2,226 (2,277) 100.0% （100.0%） 40.4% （36.2%）

福島 3,562 (3,599) 99.8% （99.9%） 41.4% （37.3%）

茨城 4,150 (4,258) 99.9% （99.9%） 41.3% （37.6%）

栃木 3,398 (3,389) 99.9% （99.9%） 39.8% （35.2%）

群馬 4,043 (4,072) 100.0% （100.0%） 35.7% （34.0%）

埼玉 8,626 (8,523) 99.9% （99.9%） 38.9% （36.7%）

千葉 7,046 (6,922) 100.0% （99.9%） 41.6% （38.5%）

東京 42,325 (41,365) 99.9% （99.9%） 27.8% （25.2%）

神奈川 11,258 (11,145) 99.9% （99.9%） 32.2% （29.9%）

新潟 4,490 (4,568) 99.8% （100.0%） 31.0% （28.1%）

富山 2,434 (2,453) 100.0% （100.0%） 29.4% （26.0%）

石川 2,538 (2,556) 99.8% （99.9%） 34.1% （31.7%）

福井 1,877 (1,851) 99.9% （100.0%） 39.0% （34.3%）

山梨 1,552 (1,541) 99.8% （99.7%） 32.5% （30.0%）

長野 4,107 (4,010) 99.9% （99.9%） 39.4% （36.2%）

岐阜 4,022 (4,037) 100.0% （100.0%） 38.8% （35.9%）

静岡 7,016 (7,113) 99.8% （99.8%） 34.9% （32.6%）

愛知 14,324 (14,164) 100.0% （100.0%） 35.5% （32.6%）

三重 3,121 (3,150) 100.0% （100.0%） 39.4% （36.0%）

滋賀 2,203 (2,205) 99.6% （99.9%） 35.0% （31.9%）

京都 4,525 (4,530) 99.8% （99.9%） 29.4% （26.3%）

大阪 18,836 (18,753) 99.9% （99.9%） 30.7% （28.1%）

兵庫 8,051 (7,993) 99.8% （99.8%） 31.1% （28.8%）

奈良 1,625 (1,623) 100.0% （100.0%） 36.9% （36.9%）

和歌山 1,604 (1,644) 100.0% （99.7%） 34.1% （31.4%）

鳥取 1,105 (1,124) 100.0% （99.8%） 34.7% （30.6%）

島根 1,401 (1,414) 99.8% （99.9%） 47.0% （44.6%）

岡山 3,617 (3,581) 99.9% （99.9%） 38.2% （34.2%）

広島 5,370 (5,468) 99.5% （99.9%） 32.2% （29.1%）

山口 2,424 (2,432) 99.9% （100.0%） 35.9% （32.2%）

徳島 1,217 (1,246) 100.0% （100.0%） 38.9% （35.6%）

香川 2,028 (2,081) 99.9% （100.0%） 40.6% （37.6%）

愛媛 2,642 (2,653) 99.6% （99.9%） 36.8% （32.9%）

高知 1,370 (1,377) 99.5% （100.0%） 34.8% （31.5%）

福岡 9,573 (9,611) 99.9% （99.9%） 35.4% （32.5%）

佐賀 1,682 (1,694) 99.3% （99.9%） 40.8% （39.0%）

長崎 2,566 (2,604) 99.4% （99.8%） 32.6% （28.3%）

熊本 3,336 (3,331) 99.4% （99.9%） 34.8% （31.0%）

大分 2,229 (2,259) 100.0% （100.0%） 45.7% （41.8%）

宮崎 2,209 (2,240) 99.9% （99.9%） 39.0% （35.3%）

鹿児島 3,022 (3,108) 99.8% （99.9%） 44.3% （39.9%）

沖縄 2,938 (2,972) 99.5% （99.7%） 33.8% （29.2%）

全国計 237,739 (237,052) 99.9% （99.9%） 34.8% （31.9%）

報告した
全ての企業

雇用確保措置
実施済企業割合

70歳までの
就業確保措置

実施済企業割合

※ 本集計は、原則小数点第２位以下を四捨五入しているが、本表の「雇用確保措置実施済企業割合」については、小数

点第２位以下を四捨五入することで100％となる場合は、小数点第２位以下を切り捨てとしている。

※ 「70歳までの就業確保措置実施済企業割合」の全国計は表４-１の「①70歳までの就業確保措置実施済み」に対応して

いる。
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わが国の高齢化は世界に類をみない速度で進み、令和4年10月1日現在の高齢化率は
29.0％に達しており、2030年には総人口の約3人に1人が65歳以上の高齢者になること
が見込まれています。これにより、いわゆる生産年齢人口（15～64歳人口）は減少し、
2065年には総人口の52.5％になる見込みです（図１）。

〈図１ 生産年齢人口の減少〉

高年齢者雇用安定法が定める事項

１ 高年齢者を取り巻く状況

１

総人口

◎赤 折線グラフ
高齢化率（65歳以上人口割合）

◎緑 折線グラフ
65歳以上人口を
15～64歳人口で支える割合

0～14歳

15～64歳 生産年齢人口

65～74歳
75歳以上

29.0%

資料：内閣府HP 「令和5年版高齢社会白書」より加工

一方、長崎県における高齢化率は33.9％と全国平均より4.9ポイント高く、全国的に
も高齢化が進んでいる地域であることが分かります。2045年（令和27年）には、県内
人口の40％を超える人口が65歳以上となる見込みです。（図２）。

資料：内閣府HP 「令和5年版高齢社会白書」より加工

〈図２ 高齢化率の推移（抜粋）〉

52.5％

2045年
総人口（千人） 65歳以上人口（千人） 高齢化率（％） 高齢化率（％）

青森県 1,204 419 34.8 46.8 12.0
秋田県 930 359 38.6 50.1 11.5
東京都 14,038 3,202 22.8 30.7 7.9
山梨県 802 252 31.5 43.0 11.5
大阪府 8,782 2,432 27.7 36.2 8.5
福岡県 5,116 1,449 28.3 35.2 6.9
佐賀県 801 251 31.4 37.0 5.6
長崎県 1,283 435 33.9 40.6 6.7
熊本県 1,718 552 32.1 37.1 5.0
大分県 1,107 376 33.9 39.3 5.4
宮崎県 1,052 352 33.4 40.0 6.6
鹿児島県 1,563 523 33.5 40.8 7.3
沖縄県 1,468 344 23.5 31.4 7.9

高齢化率の伸び
（ポイント）

R４（2022）年



高齢者の有する知識・経験などを活用できる効果的な職業能力開発推進のため必要な職業訓
練を実施してください。また、職業能力を評価する仕組みや資格、専門職制度などの整備に
より、知識や経験などを活用できる配置、処遇を推進してください。

高年齢者雇用安定法第６条に基づいて策定した「高年齢者等職業安定対策基本
方針」（厚生労働省告示第350号／令和３年４月１日から適用）では、高年齢者
の雇用の安定の確保、再就職の促進及び多様な就業機会の確保を図るため以下の
ように定めています。

事業主の皆さまは、高年齢者が年齢にかかわりなく働き続ける社会の実現に向
けて、以下のポイントを参考に労使間で十分な協議を行いつつ、65歳までの雇用
機会の確保、70歳までの就業機会の確保のため諸条件の整備に努めてください。

２ 高齢者雇用のための諸条件の整備

募集・採用における年齢制限は禁止されていますが、高年齢者の雇用促進を目的とした60
歳以上の高齢者を募集・採用することは認められています。

募集・採用に係る年齢制限の禁止

作業補助具などの機械設備の改善、作業の平易化などの作業方法の改善、照明などの作業環
境の改善、福利厚生施設の導入・改善を通じ、身体的機能の低下にも対応できるようにする
ことにより、体力などが低下した高年齢者が職場から排除されることなく、その職業能力が
十分発揮できるよう配慮してください。

作業施設の改善

高齢化に対応した職務の再設計を行うことなどにより、高年齢者の身体的機能の低下などの
影響が少なく、能力、知識、経験などが十分に活用できる職域の拡大を行ってください。

高年齢者の職業能力の開発・向上、知識、経験などを活用できる配置、処遇の推進

高年齢者の就業希望や体力は人さまざまですので、短時間勤務、隔日勤務、フレックスタイ
ム制などを活用した勤務時間制度の弾力化を図ってください。

高年齢者の雇用機会の開発を効率的に進めるため、同じ産業や同じ地域の事業主の間で、高
年齢者の雇用に関するさまざまな経験を共有しつつ、労働者の職業能力開発の支援、職業能
力を評価する仕組みの整備、雇用管理の改善などについての共同の取り組みを推進してくだ
さい。

勤務時間制度の弾力化

２

高年齢者の職域拡大

事業主が共同で行う取組の推進



高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、
経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりな
くその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図
る法律です。

１. 60歳未満定年の禁止（義務）
【概要】

事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
（高年齢者雇用安定法第８条）

２. 65歳までの雇用確保措置（義務） ・・・・・・・４ページ

【概要】
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置（高年齢者雇用確
保措置）を講じなければなりません。
（高年齢者雇用安定法第９条）

①65歳まで定年引き上げ
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度の導入（原則「希望者全員」）

３. 70歳までの就業機会の確保（努力義務） ・・・・・・・8ページ

【概要】
65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の
いずれかの措置を講ずる努力義務を新設。（令和３年４月１日施行）

①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

４. 中高年齢者が離職する場合の措置
◆再就職援助措置
【概要】
解雇等により離職する高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓など、
その中高年齢者の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努めなければな
りません。

（高年齢者雇用安定法第15条）

◆多数離職届 ・・・・・・・13ページ

【概要】
同一の事業所において、１か月以内に５人以上の高年齢者等が解雇等により離職
する場合は、離職者数や当該高年齢者等に関する情報等を、離職予定日の１か月
前までに、ハローワーク（公共職業安定所）に届け出なければなりません。
（高年齢者雇用安定法第16条）

◆求職活動支援書 ・・・・・・・15ページ

【概要】
解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、離職する
ことが決まった後、速やかに「求職活動支援書」を作成し、本人に交付しなけれ
ばなりません。（高年齢者雇用安定法第17条）

３ 高年齢者雇用安定法のポイント

３



【定年とは】
「定年」とは、労働者があらかじめ定められた年齢に達したことを理由に、自

動的にまたは解雇の意思表示によってその地位を失わせる制度で、就業規則、

労働協約または労働契約に定められたものをいいます。

なお、単なる慣行として一定年齢における退職が定着している場合や、選択定

年制など早期の退職を優遇する制度における早期の退職年齢は、高年齢者雇用

安定法上の「定年」ではありません。

※退職に関する事項は就業規則の絶対的記載事項であるため、定年を定めている
場合は必ず就業規則に記載しなければなりません。ただし、常時使用する労働
者が10人未満の事業所は、就業規則の作成義務が課されていないので、労働協
約や労働契約にのみ定年の規定を記載することも可能です。
（労働基準法第89条）

４ 65歳までの高年齢者雇用確保措置 ～定年と継続雇用制度～

４

※60歳未満の定年は、高年齢者雇用安定法で禁止されています。60歳を下回る
定年の規定は民事上無効となり、この場合「定年の規定はない」とみなされま
す。

【継続雇用制度とは】
雇用している高年齢者を、本人の希望によって、定年後も引き続き雇

用する制度で、次のようなものがあります。

◆再雇用制度：定年でいったん退職とし、新たに雇用契約を結ぶ制度

◆勤務延長制度：定年で退職とせず、引き続き雇用する制度

高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了（2025年3月31日）

経過措置に基づく、基準対象者に限定した継続雇用制度を定めていた
事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
希望者全員を対象とした措置を講じなければなりません。（P3,P8)



高年齢者雇用確保措置の導入にあたっては、賃金や勤務時間などの労働
条件について見直すことが必要な場合があります。

労働条件については、基本的には労使の間で協議して決定すべき事項で
すが、高年齢者雇用安定法第９条第３項に基づいて策定した高年齢者雇用
確保措置の実施及び運用に関する指針（平成24年厚生労働省告示第560
号）に、賃金・人事処遇制度の見直しが必要な場合の留意事項として下記
内容を定めていますので、労働条件を設定する際は留意してください
（高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針第２の４）。

①賃金・人事処遇制度の見直し
年齢的要素を重視する賃金・人事処遇制度をとっている場合は、能力、
職務等の要素を重視する制度に向けた見直しに努めてください。その際、
高年齢者の雇用や生活の安定にも配慮した計画的かつ、段階的なものと
なるよう努めてください。

②勤務日・勤務時間
短時間勤務制度・隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可
能となる制度の導入に努めてください。

③意欲・能力に応じた適正な配置・処遇
職業能力を評価する仕組みの整備とその有効な活用を通じ、高年齢者の
意欲や能力に応じた適正な配置と処遇の実現に努めてください。

継続雇用制度を導入したものの、継続雇用を希望する高年齢者が少ない場
合は、その労働条件などが高年齢者のニーズにあっていない可能性があり
ます。その場合は、高年齢者のニーズや意識を分析し、賃金や勤務時間な
ど、制度の見直しを検討してください。
①継続雇用制度を導入する場合の賃金

継続雇用制度を導入する場合の賃金は、継続雇用する高年齢者の就業実
態、生活の安定などを考慮し、適切なものとなるよう努めてください。

②継続雇用制度を導入する場合の契約期間
高年齢者雇用確保措置が65歳までの雇用の確保を目的とする制度である
ことを踏まえ、継続雇用制度において契約期間を定める場合は、65歳ま
では契約更新ができることを周知するとともに、むやみに短い契約期間
とすることがないように努めてください。

５ 65歳までの高年齢者雇用確保措置～実施時の労働条件～

高年齢者雇用確保措置における労働条件のポイント

継続雇用制度を導入する場合のポイント

５



関連法人等関係（影響力基準） 〈規則第４条の３第４項〉

（１）議決権所有割合が20％以上である場合〈同項第１号〉

（２）議決権所有割合が15％以上 20％未満である場合〈同項第２号〉

親法人等 関連法人等

（３）議決権所有割合が15％未満である場合〈同項第３号〉

議決権20％以上

議決権15％以上20％未満

右記いずれかの要件に該当

親法人等 関連法人等
右記いずれかの要件に該当

緊密な関係により同一内容
議決権行使が認められ る者

同一内容議決権行使に

同意している者

議決権20％以上

親法人等 関連法人等

要 件

・親法人等の役員等が代表取締役

等に就任

・重要な融資

・重要な技術の提供

・重要な営業上又は事業上の取引

・その他事業等の方針決定に重要な影響

を与えられることが推測される事実

継続雇用制度の対象者は、定年まで雇用した企業だけでなく、この企業の子会社や関
連会社などの特殊関係事業主（図１の①から⑤）で雇用することも認められます。なお、
継続雇用制度の対象者を特殊関係事業主で雇用する制度を導入する場合は、定年まで雇
用した企業と特殊関係事業主との間で契約を締結する必要があります。

親子法人等関係

[図3]

●他社を自己の関連法人等とする要件は、図３に示す関連法人等関係の影響力基準を満たすことです。
（高年齢者雇用安定法施行規則第４条の３）

① 親法人等
③ 親法人等の

子法人等
（いわゆる兄弟会社） 自 社

② 子法人等

④ 親法人等の
関連法人等

⑤ 関連法人等
親子法人等関係
関連法人等関係

[ 図１]

６ 継続雇用制度（65歳まで）の対象者を雇用する企業の範囲

[図2]

●他社を自己の子法人等とする要件は、図２に示す親子法人等関係の支配力基準を満たすことです。
（高年齢者雇用安定法施行規則第４条の３）

６

＊65歳以上は自社･特殊関係事業主に加え他社で継続雇用する制度の導入も可能です＊



７ ア.高年齢者雇用確保措置（65歳までの雇用確保/義務）と

イ.高年齢者就業確保措置（70歳までの就業機会の確保/努力義務）

65歳までの雇用確保措置（ア）は制度として導入済み65歳までの雇用確保措置（ア）は制度として導入済み

定年が65歳以上
または継続雇用
制度の上限年齢
が65歳以上

定年が65歳以上
または継続雇用
制度の上限年齢
が65歳以上

就業規則に60歳以上の定年制度がある就業規則に60歳以上の定年制度がある

a) 65歳以上へ定年の引き上げ
b) 定年制の廃止 c) 継続雇用制度の導入
a) 65歳以上へ定年の引き上げ
b) 定年制の廃止 c) 継続雇用制度の導入

定年･継続雇用年齢上限が65歳未満定年･継続雇用年齢上限が65歳未満

就業規則に定年
の規定がない

⇒ア･イいずれも
達成済み OK！

就業規則に定年
の規定がない

⇒ア･イいずれも
達成済み OK！

７

就業規則を変更して労働基準監督署へ提出就業規則を変更して労働基準監督署へ提出

次の①～⑤のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置と言います）を
講じるよう努めなければいけません。

＊＊＊ 70歳までの 就業確保措置 を新設（R3.4.1）＊＊＊

更に・・

●就業規則に定められた定年年齢・定年後の継続雇用制度の上限年齢が70歳
未満の場合

★就業確保措置

『雇用による』措置

① 70歳までの定年引き

上げ

② 定年制の廃止

③ 70歳までの続雇用制

度の導入

●就業確保措置の詳細は ８P～11P

★創業支援措置

高齢者が希望するときは、次の

『 雇用によらない』措置も可能

④ 70歳まで継続的に業務委託契約

を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に社会貢献事業

に従事できる制度の導入

雇用確保措置（ア）未導入のため早急な改正が必要

c) 継続雇用制度の導入⇒65歳までは希望者全員を
継続雇用の対象とする必要あり



①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入

※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⇒ P９～11

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 ⇒ P９～11

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

＊ ④、⑤については過半数労働組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があ
ります（労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして
労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の
同意が必要です）。

65歳までの雇用機会
の確保 （ 義 務 ）

70歳までの就業確保措置を講じることが事業主の「努力義務」となったことに伴い、65歳以
上70歳未満で離職する者も再就職援助措置・多数離職届等の対象になります。（P12)

高年齢者就業確保措置について

＜対象となる事業主＞
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
＜対象となる措置＞
次の①～⑤の措置（高年齢者就業確保措置）を講じるよう努める必要があります。

※ ③～⑤では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができま

すが、その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。

※ 高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資する

ことを目的とした事業のことです。「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や

内容等を勘案して個別に判断されることになります。

※ ⑤bの「出資（資金提供）等」には、出資（資金提供）のほか、事務スペースの提供等も

含まれます 。
８

70歳までの就業機会
の確保 （ 努力義務 ）

８ 「70歳までの高年齢者就業確保措置」について

事業主は６５歳までの雇用機会を確保する義務の履行に加え、７０歳ま
での就業機会を確保するよう努める必要があります



基準を設けて対象者を限定する場合

・ 高年齢者就業確保措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者の
ニーズに応じた措置を講じていただくことが望ましいです。
・ 複数の措置により、70歳までの就業機会を確保することも可能ですが、個々の高年齢者にいずれの措置を適用
するかについては、個々の高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。
・ 高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることも可能ですが、その場合
には過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。
・ 高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たな業務に関する研修や教育・訓練等を
事前に実施することが望ましいです。
・高年齢者就業確保措置において支払われる金銭については、制度を利用する高年齢者の就業の実態、生活の
安定等を考慮し、業務内容に応じた適切なものとなるよう務める必要があります。
・短時間や隔日での就業制度など、高年齢者の希望に応じた就業形態が可能となる制度の導入に努めるとともに、
勤務形態や退職時期の選択を含めた人事処遇については、個々の高年齢者の意欲及び能力に応じた多様な選
択が可能な制度となるよう務める必要があります。

・ 対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、労使で十分に協議した上で定められたもので
あっても、事業主が恣意的に一部の高年齢者を排除しようとするなど、高年齢者雇用安定法の趣旨や他の労働
関係法令に反するもの、公序良俗に反するものは認められません。

P８の③ P８の
④⑤

① 70歳までの就業の確保が努力義務となること
から、契約期間を定めるときには、70歳までは
契約更新ができる措置を講じ、むやみに短い
契約期間とすることがないように努めること。

② 70歳までの継続雇用制度は、特殊関係事
業主以外の他社により継続雇用を行うことも
可能だが、その場合には自社と他社との間で、
高年齢者を継続して雇用することを約する契
約を締結する必要があること。

③ 他社で継続雇用する場合にも、可能な限り
個々の高年齢者のニーズや知識・経験・能力
等に応じた業務内容、労働条件とすることが
望ましいこと。

① 高年齢者のニーズや知識・経験・能力を踏
まえて、業務内容や高年齢者に支払う金銭
等を決定することが望ましい。

② 創業支援等措置により就業する高年齢者
について、同種の業務に労働者が従事する
場合における安全配慮義務をはじめとする
労働関係法令による保護の内容も勘案しつ
つ、事業主が適切な配慮を行うことが望まし
い。

③ 創業支援等措置により就業する高年齢者
が被災したことを当該措置を講ずる事業主
が把握した場合には、事業主が、高年齢者
が被災した旨を主たる事業所を所管するハ
ローワークに届け出ることが望ましい。

継続雇用制度の場合 創業支援等措置の場合

※70歳までの安定した就業機会の確保のため必要があると認められるときは、高年者雇用安定法に
基づき、ハローワーク等の指導・助言の対象となる場合があります。

９ 高年齢者就業確保措置を講ずるにあたっての留意事項

９

全 体 的 な 留 意 事 項

その他、講ずる措置別の留意事項
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○就業確保措置（創業支援等措置を含む）において支払われる賃金について

○シルバー人材センターへの登録等について

○いずれの措置を講じるか
高年齢者就業確保措置の５つの措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分

に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じていただくことが望ましいです。

○複数の措置を講じる場合
一つの措置により70歳までの就業機会を確保することのほか、複数の措置により70歳までの就業

機会を確保することも可能です。
個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについては、当該高年齢者の希望を聴取し、これを

十分に尊重して決定する必要があります。

○過半数労働組合等の同意について

過半労働組合等の同意に関しては、以下のとおりです。

過半数労働組合等の同意が必要または望ましい手続き
創業支援等措置のみを講ずる場合の実施に関する計画必要
創業支援等措置と雇用の措置の両方を講じる場合
対象者基準を設ける場合の基準の内容望ましい

○定年前と異なる業務に就く場合

高年齢者が定年前とは異なる業務に就く場合には、研修、教育、訓練等を行うことが望ましいです。
特に、安全又は衛生のための教育は必ず行ってください。

○高年齢者の健康・安全確保について
高年齢者の健康及び安全の確保のため、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」

を参考に、就業上の災害防止対策に積極的に取り組むことが望ましいです。

○契約を継続しないことが認められる場合
継続雇用制度、創業支援等措置を実施する場合において、以下の事項等を、就業規則や創業

支援等措置の計画に記載した場合には、契約を継続しないことが認められます。
・ 心身の故障のため業務に堪えられないと認められること
・ 勤務（業務）状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと

※65歳までの継続雇用制度と同様の考え方

シルバー人材センターへの登録や、再就業・社会貢献事業をあっせんする機関への登録などにつ
いては、高年齢者の就業先が定まらないため、高年齢者就業確保措置とは認められません。

制度を利用する高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮して、適切なものとなるよう努め
ることに留意する必要があります。

※65歳までの継続雇用制度と同様の考え方



創業支援等措置を実施する場合には、以下の手続きを行う必要があります。
１．計画を作成する
創業支援等措置を講ずる場合には、下記の事項を記載した計画を作成する必要があります。
(1) 高年齢者就業確保措置のうち、 創業支援等措 (7) 契約の終了に関する事項（契約の解除事由を含む）
置を講ずる理由 (8) 諸経費の取扱いに関する事項
(2) 高年齢者が従事する業務の内容に関する事項 (9) 安全及び衛生に関する事項
(3) 高年齢者に支払う金銭に関する事項 (10) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(4) 契約を締結する頻度に関する事項 (11) 社会貢献事業を実施する団体に関する事項
(5) 契約に係る納品に関する事項 (12) ⑴～⑾のほか、創業支援等措置の対象となる労働者の
(6) 契約の変更に関する事項 全てに適用される事項

２．過半数労働組合等の同意を得る
１の計画について、過半数労働組合等の同意を得る必要があります。
※労働者の過半数を代表する労働組合がない場合は･･･
次に留意して過半数を代表する者を選出する必要があります。
・労働基準法第４１条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
・創業支援等措置の計画に関する同意を行うことを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選
出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと

◆創業支援等措置による就業は、労働関係法令による労働者保護（労災保険など）の適用がありません◆

創業支援等措置により就業する高年齢者には、以下により本人の納得を得るよう努めてください。
① 上記１の計画を記載した書面を交付する
②（ア）労働関係法令が適用されない働き方であること
（イ）（ア）によることから１の計画を定めること
（ウ）創業支援等措置を選択する理由を丁寧に説明すること

【創業支援等措置の実施のために締結が必要な契約】
・上記１・２と合わせて、高年齢者の就業先となる団体と契約を締結する必要があります。
・制度導入後に、個々の高年齢者と業務委託契約や社会貢献活動に従事する契約を締結する必要があります。

10 創業支援等措置の実施に必要な措置について

11

※ 同意を得ようとする際には、過半数労働組合等に対して、（ア）労働関係法令が適用されない働き方であること、
（イ）そのために１の計画を定めること、（ウ）創業支援等措置を選択する理由を十分に説明するようお願いします。

※ 創業支援等措置（P８の④⑤）と雇用による措置（P８の①～③）の両方を講ずる場合は、雇用による措置により
努力義務を達成したことになるため、創業支援等措置に関して過半数労働組合等との同意を必ずしも得る必要はありま
せんが、高年齢者雇用安定法の趣旨を考えると、両方の措置を講ずる場合も同意を得ることが望ましいです。

３．計画を周知する
２の同意を得た計画を、次のいずれかの方法により労働者に周知する必要があります。

・常時当該事業所の見やすい場所に掲示するか、または備え付ける
・書面を労働者に交付する
・事業主の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調整するファイルに記録し、か
つ、当該事業所に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する（例：社内ネットワークに掲示し労働者が
常時パソコンで確認できるようにするなど）



求職活動支援書の対象となる高年齢者等

事業主は、 A に該当する高年齢者が希望する場合に、求職活動支援書を作成する必要
があります。（義務）。

（１）再就職援助措置等の対象となる高年齢者等の範囲の拡大

45歳以上60歳
未満で離職する者

60歳以上65歳
未満で離職する者

解雇その他の事業主の都合による離職
（※） A
継続雇用制度の対象者基準に該当しな
いことによる離職

創業支援等措置の対象者基準に該当
しないことによる離職
定年年齢に到達したことによる離職

継続雇用制度の上限年齢に到達した
ことによる離職

創業支援等措置の上限年齢に到達し
たことによる離職

B

※ 創業支援等措置による契約が事業主の都合により終了する場合を含む

再就職援助措置・多数離職届の対象となる高年齢者等

事業主は、 A または B に該当する高年齢者が再就職を希望するときは、再就職
援助措置を講ずるよう務める必要があります（努力義務）。

さらに、 A または B に該当する高年齢者が同一の事業所において、1か月に5人以上
離職する場合、多数離職の届出が必要です（義務）。

11  高年齢者等が離職する場合の再就職援助措置について

12

高年齢者等が事業主都合等（年齢によっては定年や継続雇用制度の上限年齢によ
る離職を含む）で退職する場合、事業主に求められる措置や届出があります。ま
た、令和３年度から対象労働者の年齢が引き上げられました。

（２）再就職援助措置等を実施する事業主

①原則として、離職時に高年齢者等を雇用している（創業支援等措置を実施する場合には高年
齢者と業務委託契約等を締結している）事業主です。

②ただし、以下の高年齢者に対しては、当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主が実施
することとします。

・特殊関係事業主等での継続雇用制度で、上限年齢（70歳未満に限る）に達した高年齢者
・業務委託契約を締結する制度で、上限年齢（70歳未満に限る）に達した高年齢者
・他の団体が実施する社会貢献事業に従事できる制度により就業する高年齢者

65歳以上70歳
未満で離職する者



高年齢者雇用安定法により、事業主は、その雇用する中高年齢者のうち

１カ月以内の期間に５人以上が解雇等により離職する場合には、あらかじ

め、多数離職届をハローワークに届け出なくてはなりません。

12  多数離職届について

45歳以上70歳未満の労働者が、次のいずれかの理由により一の事業所におい
て１か月以内の期間に５人※以上離職する場合

ａ 定年（65歳以上定年制の離職者に限る）

ｂ 法第９条第２項の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達したことによる離職（65
歳以上のものに限る）

ｃ 高年齢者雇用確保措置（定年の引き上げ及び定年の定めの廃止を除く）の対象となる
年齢の上限に達したことによる離職

ｄ 改正前の法第９条第２項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた
場合における当該基準に該当しなかったことによる離職（令和7年まで/経過措置64歳で
離職となった場合）

ｅ 法第９条第２項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合におけ
る当該基準に該当しなかったことによる離職（65歳以上のものに限る)

ｆ 高年齢者就業確保措置（定年の引き上げ及び定年の定めの廃止を除く）の対象となる
高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかったことによる離職

ｇ 解雇（自己の責めに帰すべき場合を除く）、その他の事業主の都合による離職

次の労働者は届出の対象から除外します
◆日々または期間を定めて雇用されている者（同一事業主に６カ月を超えて引き続

き雇用されている場合を除く）

◆試みの使用期間中の者

（同一事業主に14日を超えて引き続き雇用されている場合を除く）

◆常時勤務に服することを要しない労働者として雇用されている者（例えば非常勤

講師のように毎日勤務することを要しない者。「嘱託」などの名称でも毎日勤務

している者は含まない）

※雇用対策法に基づく大量雇用変動届によって既に届け出られた者及び同法に基づ
く再就職援助計画の対象者については算定から除く。

多数離職届を出さなければならない場合
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様式第１号（第６条の２関係）  
多 数 離 職 届 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第６条の２第２項の規定により、下記のとおり届けます。  
公共職業安定所長 殿  

令和     年     月    日  

事 
 

業 
 

主 

法人にあっては名称 
及び代表者の氏名    

法人にあっては主た  
る事務所の所在地  

〒(    ―    )  
  電話番号  

      (      )  

①  
多数離職に係る 
事   業   所  

㋑ 名     称   ㋩ 
事業の種類    ㋺ 所   在   地   

㋥ 労働者数                      人  ㋭ ㋥のうち 45～69 歳の者の数                 人  

②  
届 出 の 対 象 と な 
る 離 職 が 生 ず る 
年 月 日 又 は 期 間 

年    月    日から    
年    月    日まで  

③ 
 

離 
職 
者 
数 

性 別  45～54 歳 55～59 歳 60～64 歳 65～69 歳 計  
計  人  人  人  人  人  
男  人  人  人  人  人  
女  人  人  人  人  人  

㋑  
氏       名  

㋺  
職  種  

㋩  
年 齢  

㋥  
性 別  

㋭  
離 職 
年月日 

㋬  
離職理由  

㋣  
   住       所  

㋠  
再 就 職 の 
希望の有無 

㋷  
再 就 職 先 
予定の有無 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

記 入 担 当 者  所属部課 
  

氏 名               

氏 名 

住 所 
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高年齢者雇用安定法により、事業主都合の解雇等※により離職する45歳以上70歳未満
の者（離職する予定の中高年齢者）が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から
主体的な求職活動が行えるよう、事業主は、その中高年齢者の職務経歴を記載した求職
活動支援書を作成し、本人に交付しなければならないこととされています。

※「事業主都合の解雇等」とは、以下の①から③を指します。
①解雇（自己の責めに帰すべき理由によるものを除く）
②経過措置による継続雇用制度の基準に該当しないことによる離職
③その他の事業主の都合（退職勧奨による離職、解雇・退職事由に該当することにより継続

雇用されないことによる離職、解雇・退職事由に該当と同一の内容である継続雇用しない
事由に該当することにより継続雇用されないことによる離職等）

求職活動支援書に盛り込まなければならない内容

①離職する予定の中高年齢者の氏名、年齢および性別
②その中高年齢者が離職する日（決定していない場合には離職することとなる時期）
③その中高年齢者の職務の経歴（従事した主な業務の内容、実務経験、業績、達成事項を含

む）
④その中高年齢者が有する資格、免許、受講した講習
⑤その中高年齢者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項
⑥その中高年齢者が自ら職務経歴書を作成するときに参考となる事項、その他再就職に資す

る事項
⑦事業主が講じる再就職援助の措置の内容

〈再就職援助措置の具体例〉
◆再就職に役立つ教育訓練、カウンセリング等の実施、受講などのあっせん
◆求職活動（会社訪問、教育訓練受講、資格試験勉強等）のための休暇の付与
◆在職中の求職活動に対する経済的支援（上記休暇中の賃金支給、教育訓練等の

実費相当額の支給など）
◆民間の再就職支援会社への委託
◆求人開拓、求人情報の収集・提供、関連企業などへの再就職あっせん

13  求職活動支援書について

15

【作成の流れ】
①中高年齢者（45歳～70歳未満）の離職が決定

②労働組合からの意見聴取

↓・労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞く

③求職活動支援書作成対象者の把握

④離職する予定の中高年齢者から具体的な希望を聴取

↓・あらかじめ、離職する中高年齢者本人の再就職および在職中の求職活動に関する希望を

十分に聞いてください。

⑤離職する予定の中高年齢者に対する求職活動支援書の交付

↓・作成後は速やかに対象労働者に交付してください。ハローワークが、労働者から求職活

動支援書の提示を受けた時には、記載内容を踏まえ職業相談や紹介を行います。

⑥再就職援助担当者の選任

・事業主は従業員の中から選任した再就職援助担当者に、求職活動支援書に基づいた再就

職の支援に関する業務を、ハローワークと協力して行わせなければなりません。



求職活動支援書に特定の様式はありませんが、記載しなければならない事項は定められていま
す（15ページ）。以下は求職活動支援書の様式例ですので参考にしてください。

作 成 日 令和 年 月 日

年齢 性別 離職予定日 令和 年 月 日

（ 希望職種 ）

（ 希望条件 ）

（その他特に希望すること）

(※会社概要)

（ 事業内容 ）

（ 資 本 金 ）

（ 従業員数 ）

（ 事業所数 ）

(※最終年収)

（資格・免許・受講した講習等）

（その他の技能、知識等）

求 職 活 動 支 援 書 （様 式 例）

生 年 月 日

氏 名 年 月 日

雇 用 保 険 被 保 険 者 番 号 － －

※ 本求職活動支援書は、本人から聴取した事項及び事業主が知り得た事項を記載したものであり、その内容を証明する書類ではありません。

資
格
・
免
許
・
受
講
し
た
講
習

と
職
業
能
力
に
関
す
る
事
項

職

務

の

経

歴

・

業

績

な

ど

希
望
す
る
職
種
・
条
件
な
ど

（
本
人
記
載
欄
）
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〈求職活動支援書様式例〉



〈求職活動支援書様式例 つづき〉

時期・期間

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

名 称

氏 名

電 話 番 号

関連企業等への再就職の
あっせん

（求職者の方へ）
ハローワークで求職相談を行う場合に、この支援書を活用するときは、希望する職種・条件等の欄に
記入の上、受付に提示してください。

求職活動のための休暇の
付与

再就職支援会社への委託

その他

本
人
の
希
望
等
を
踏
ま
え
て
事
業
主
が
行
う
再
就
職
援
助
措
置

主な措置の種類

作 成 事 務 所

再就職援助担当者

氏 名

求職活動に関する経済的
な支援

再就職準備セミナー・講習
会等の実施・受講あっせん

カウンセリング等の実施
・あっせん

教育訓練などの実施・
受講・あっせん

措置の具体的内容

代表者

所在地

雇用保険適用事業所番号

所属部署
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少子高齢化が急速に進展し、年金支給開始年齢（報酬比例部分）が段階的に引き上げ
られる中、高年齢者が培ってきた知識と経験を生かし、健康で意欲と能力がある限り、
年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現が求められています。
また、下の調査結果に見られるように多くの高年齢者が65歳以上まで働き続けたいと
考えており、こうした高い就労意欲を持つ高年齢者を活用することが重要となっていま
す。

高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働ける制度の導入を、
ぜひお願いします。

14 年齢にかかわりなく働ける制度の導入を

高年齢者の高い就業意欲
収入を伴う就業希望年齢として、全体では約２割が「働けるうちはいつまでも」と回答しており、約６割が
６５歳を超えて就業することを希望している。

資料出所：内閣府「令和元年度 高齢者の経済生活に関する調査」

○団塊の世代が全て７５歳となる2025年には、75歳以上が全人口の18％となる。
○2065年には、人口は8,808万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約38％となる。

高齢化の進展状況

1990年(実績) 2018年(実績) 2025年 2065年歳

７５

６５

２０

０ ０ ０ ０50 50 50
50100 100 100

100150 150 150
150200 200 200

200
250 250 250 250
万人 万人 万人

万人

総人口
1億2,361万人

総人口
1億2,644万人

総人口
1億2,254万人

総人口
8,808万人

75歳～
599( 5%)

65～74歳
894( 7%)

20～64歳
7,611(61%)

～19歳
3,258(26%)

75歳～
1,798(14%)

65～74歳
1,760(14%)

20～64歳
6,954(55%)

～19歳
2,132(17%)

75歳～
2,180(18%)

65～74歳
1,497(12%)

20～64歳
6,635(54%)

～19歳
1,943(16%)

75歳～
2,248(26%)

65～74歳
1,133(13%)

20～64歳
4,189(48%)

～19歳
1,237(14%)

団塊世代
（1947～49年

生まれ）

団塊ジュニア世代
（1971～74年

生まれ）

65歳くらいまで
25.6%

70歳くらいまで
21.7%

75歳くらいまで
11.9%

80歳くらいまで

4.8%

働けるうちはいつまでも
20.6%

仕事をしたいとは

思わない13.6%

不明・無回答 1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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（出所） 総務省「国勢調査（年齢不詳をあん分した人口）」および「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計



高年齢者を積極的に活用することで、多くの企業が業績の向上などの成果をあげています。

企業の声

◆高年齢者の経験に裏打ちされた技能・技術は即戦力であるばかりでなく、期限を区切ることなく若者の

ＯＪＴ教育による技能継承ができ、将来的人材確保の先行投資を軽減できている。（アパレル）

◆高年齢者は協調性が高く協力的。高年齢者が率先してまじめに就業している姿は他の従業員の模範とな

り、社内に良い影響があり業績向上に結びつく。（食品製造）

◆体力の落ちてきた高年齢者に配慮し、作業環境を整えることで、若者も作業がしやすくなり、作業効率

がよくなった。（食品加工）

◆定年延長が若者のモチベーション維持向上につながり、社員の定着に大きく作用する。（製造卸売）

◆残業が多く負担が大きかったが、高年齢者とのワークシェアリングにより運営が効率化した。（販売）

◆希望者全員の再雇用制度を導入することで、定年間近の人の意欲が上がった。（食品加工）

出典：JILPT（独立行政法人 労働政策研究・研修機構） 調査シリーズ№198（2020年3月）高年齢者の
雇用に関する調査（企業調査）より上位項目を抜粋し作成

15 高年齢者雇用を進める企業の声

34.3

32.7

54.0

24.0

30.3

31.9

55.7

28.2

29.4

33.2

54.4

27.8

0 10 20 30 40 50 60

能力に個人差がある

労働意欲が高い

勤務態度や仕事ぶりが真面目である

高い専門能力をもっている

中途採用者の仕事ぶりに対する評価 55～59歳 60～64歳 65歳以上
(単位：％)

21.8

59.0

36.9

43.3

25.2

60.8

41.8

48.4

28.5

59.5

46.9

52.1

0 10 20 30 40 50 60 70

役割と責任の明確化

本人の健康

本人の能力の維持・向上

本人の意欲・モチベーションの維持・向上

高年齢者の中途採用拡大に必要な条件 55～59歳 60～64歳 65歳以上
(単位：％)

【調査票集計結果】
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支給額支給月の賃金

支給月の賃金の15％相当額60歳時点の賃金の61％以下

支給月の賃金の15％相当額未満60歳時点の賃金の61％超75％未満

雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険
者が、原則として60歳以降の賃金が60歳到達時点に比べて、75％未満に低下した
状態で働き続ける場合に支給されます。

なお、登録される60歳時の賃金月額には上限（下限）金額があります。低下後に
支払われる賃金額が、国が定めた金額を下回らない場合は、給付金の支給対象とな
りません（毎年８月1日更新）。

※支給月の賃金が、登録された賃金（原則60歳時点）の75％以上である場合は給付金の支給対象

となりません。

※実際に支払われる賃金との差額が支給されるものではありません。

詳しくは、最寄りのハローワークまでお尋ねください。

※制度に関してはハローワークインターネットサービスのホームページからもご確認いただけます。

→https://www.hellowork.go.jp/

● 雇用保険の適用拡大について（65歳以上の方も適用対象に）● 雇用保険の適用拡大について（65歳以上の方も適用対象に）

制度の概要【重要】

◆平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」とし

て雇用保険の適用対象となります。
＊雇用保険の加入要件は同じです（1週間の所定労働時間が20時間以上であり31日以上の

雇用見込みがあること）。

＊65歳以上の労働者で、雇用保険の加入要件を満たすにもかかわらず加入手続きが行われ

ていない労働者がいる場合は、ハローワークへの届け出を行ってください。

◆保険料の徴収は平成３１年度までが免除の対象となっておりました。令和２

年度以降は保険料の徴収・納入対象となっています。

◆不明な点等ございましたら最寄のハローワーク・監督署に確認いただき、手

続き（加入・保険料申告）もれ等のないようにお願いします。

● 高年齢者雇用継続基本給付金の支給● 高年齢者雇用継続基本給付金の支給
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● 継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について● 継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について

１．無期転換ルールの仕組み（労働契約法第１８条）
有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図るため、平成24年８月の
労働契約法改正により、いわゆる「無期転換ルール」が定められました。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で５年を超えて繰り返し更新された場合に、労
働者の申込みにより、無期労働契約に転換します（労働契約法第18条第１項）。
（注） 通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する（更新する場合を含み

ます）有期労働契約が対象です。
平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。

２．継続雇用の高齢者の無期転換ルールの特例（有期雇用特別措置法）

１年 １年 １年 １年 １年 １年

【契約期間が１年の場合の例】

雇入れ

５年 ①申込み

②転換

③無期労働契約

通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算５年を超えて反復更新された場合に無期転
換申込権が発生しますが、
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主（※）
の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）について
は、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。

（※） 高年齢者雇用安定法に規定する特殊関係事業主に定年後に引き続いて雇用される場合は、その特殊関係事業主です。
＜補足＞特殊関係事業主について

特殊関係事業主とされるのは、いわゆるグループ会社です。具体的には、
[1]元の事業主の子法人等、[2]元の事業主の親法人等、[3]元の事業主の親法人等の子法人等、[4]元の事業主の関連法人等、
[5]元の事業主の親法人等の関連法人等です。

（注１） 定年を既に迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も特例の対象となり
ます。ただし、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合を除きます。

（注２） 定年後に同一の事業主に継続雇用され、その後引き続いて特殊関係事業主に雇用される場合は、
特例の対象となります。（通算契約期間のカウントについては、同一の使用者ごとになされるた
め、その特殊関係事業主に雇用された時点から新たに行われます。）

３．無期転換ルールの特例の要件

※無期転換申込権が発生

高年齢者雇用安定法に規定する高年齢者雇用確保措置（①定年年齢を６５歳まで引き
上げ、②希望者全員を６５歳まで継続雇用する制度の導入、③定年制の廃止）のいず
れかを講じるとともに、以下のいずれかの措置を実施することが必要です。
●高年齢者雇用安定法第１１条の規定による高年齢者雇用推進者（＊）の選任
●職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
●作業施設・方法の改善
●健康管理、安全衛生の配慮
●職域の拡大
●知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
●賃金体系の見直し
●勤務時間制度の弾力化

４．無期転換ルールの特例を受けるための手続き
詳しくは、本社（本店）を管轄する都道府県労働局（雇用環境・均等室）へお問い合
わせください。

※高年齢者雇用推進者とは
事業主が高年齢者雇用確保措置を推進す
るため、作業施設の改善その他の諸条件
の整備を図るための業務を担当する者と
して、知識及び経験を有している者の中
から選任。
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高齢者の雇用に関する専門知識や経験などを持っている

専門家です。

その他高齢者などの雇用問題に関すること

簡単なチェック内容に回答いただくだけで、高齢者を活用 する

うえでの課題を見出し、解決策についてアドバイス します。

◆他社の取組みにおける好事例の提供

同業他社の取組みが気になりませんか？

他の会社がどういった取組みを行っているのか、貴社の 参

考となる事例を提供します。

専門性を活かして人事・労務管理上の諸問題について 具

体的な解決策を作成し、高齢者の雇用・活用などを図る ため

の条件整備をお手伝いします。

中高齢従業員の就業意識の向上などを支援するために、

貴社の要望に合った研修プランを

ご提供し、研修を行います。

（経費の を機構〈JEED〉

が負担します。）

7 0歳 までの就業機会確保などに向けた高齢者

戦力化のための定年引上げや継続雇用延長などの

制度改定に関する具体的な提案を行っています。

課題の洗い出し

具体的な課題解決策の提案

制度見直しのメリットを見える化

制度整備に必要な規則例などの提供
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JEEDホームページのURLはこちら

JEEDの都道府県支部高齢・障害者業務課までお問合せください。
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◆70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザー

◆高年齢者雇用安定法・高年齢雇用継続基本給付金・雇用保険の適用拡大

お問い合わせ先一覧

◆無期転換ルールの特例

（TEL）095-862-8609ハローワーク長崎 長崎市宝栄町 ４－２５
（TEL）0959-22-0033ハローワーク西海 西海市大瀬戸町瀬戸西浜郷 ４１２
（TEL）0956-34-8609ハローワーク佐世保 佐世保市稲荷町 ２－３０
（TEL）0957-21-8609ハローワーク諫早 諫早市幸町 ４－８
（TEL）0957-52-8609ハローワーク大村 大村市松並 １－２１３－９
（TEL）0957-63-8609ハローワーク島原 島原市片町 ６３３
（TEL）0956-66-3131ハローワーク江迎 佐世保市江迎町長坂 １８２－４
（TEL）0959-72-3105ハローワーク五島 五島市福江町 ７－３
（TEL）0920-52-8609ハローワーク対馬 対馬市厳原町中村 ６４２－２
（TEL）0920-47-0054ハローワーク壱岐 壱岐市郷ノ浦町本村触 ６２０－４

（TEL）095-801-0050
長崎労働局雇用環境・均等室

長崎市万才町 ７－１ TBM長崎ビル３階

（TEL）0957-35-4721（独）高齢・障害・求職者
諫早市小船越町 １１１３雇用支援機構長崎支部

ポリテクセンター長崎内

◆就業規則
（TEL）095-846-6353長崎労働基準監督署 長崎市岩川町 １６－１６
（TEL）0959-72-2951五島駐在事務所 五島市東浜町 ２－１－１
（TEL）0956-24-4161佐世保労働基準監督署 佐世保市木場田町 ２－１９
（TEL）0956-65-2141江迎労働基準監督署 佐世保市江迎町長坂 １２３－１９
（TEL）0957-62-5145島原労働基準監督署 島原市新馬場町 ９０５－１
（TEL）0957-26-3310諫早労働基準監督署 諫早市栄田町 ４７－３７
（TEL）0920-52-0234対馬労働基準監督署 対馬市厳原町東里 ３４１－４２
（TEL）0920-47-0467壱岐駐在事務所 壱岐市郷ノ浦町本村触 ６２０－４
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